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東部地区　亀田出張所　381-7586　Ⓕ382-9339
　事務所　横越出張所　385-2018　Ⓕ385-4383
南部地区　曽野木出張所　280-6101　Ⓕ280-6218
　事務所　両川出張所　280-2130　Ⓕ280-3856

西部地区　石山出張所　286-4816　Ⓕ286-2340
　事務所　鳥屋野出張所　244-3778　Ⓕ243-1230
北部地区　大形出張所　273-1754　Ⓕ270-0222
　事務所　大江山出張所　276-2381　Ⓕ277-5521

　● 亀田郷土地改良区シンボルカラー　● 農地　● 水をイメージ

平成27年３月31日現在組合員　4,679人　：　横　越　966 / 大江山　783 / 亀　田　715 / 両　川　454 / 曽野木　487 / 鳥屋野　203 / 山　潟　222 / 石　山　272 / 大　形　577

　去る２月８日の理事会に於いて、互選により再任され、理事長とい
う重責を引き続き務めさせていただくことになりました。組合員の皆
様のため、頑張る所存ですのでよろしくお願いいたします。
　昨年３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、
強い農業と美しく活力ある農村の創出という目標に向けて、様々
な取り組みが進められております。そして新しい指標として食料
自給力も示されており、計画推進に貢献する新たな農業生産基盤
整備の施策も掲げられております。
　これは農地や農業水利施設といった地域資源が、持続的に発揮
されることが前提とされた政策であります。亀田郷が県内有数の
農業地域として発展してきた原動力であるこれら施設の存在が当
たり前ではなく、先人たちの労苦の末に築き上げられたことを再
認識し、今日の繁栄の源となるこの施設を計画的に維持管理して
いくことで、農業生産活動を安定させていくことが求められてい
ます。
　「水を活かし、土を育て、里を創る」土地改良区の愛称であり
ます“水土里ネット”の役割の要である土地改良施設の適正な管
理と計画的更新は、その根幹となる財政基盤の強化と、安定的な

財源が確保できなければ継続は難しいと考えており、早急に解決
しなければならない重大な問題です。昨年はTPP交渉が大筋で合
意され、今後私達を取り巻く環境は大きく変わろうとしており、
時代の要請に沿って柔軟で素早い対応が求められています。
　そして、いよいよ本年、中期計画を行動に移す年となりました。
４月よりこれまで各地区に展開してまいりました出張所を休止い
たします。平成29年３月の出張所廃止に向け、１年間の移行期間
を設け、業務に支障が出ないよう出張所業務を本部に集中させ、
効率化を図り、経常費の節減に努めていきます。組合員の皆様に
は大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願
いいたします。今後もよりいっそう工区、分区、組合員の皆様と
連携を密にして、確実に問題解決に向け対処し、健全な土地改良
区の経営が図られるよう努力したいと考えています。
　この亀田郷で多様な農業生産が営まれ、食料生産基盤を着実に
次世代に引き継いでいくと同時に、美しい田園風景を守るため、
役職員一体となって業務運営に努めてまいりますので、組合員の
皆様方にはなお一層のご指導ご協力を賜りますようお願い申し上
げまして、就任の挨拶とさせていただきます。
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